
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

審査基準（申請に対する処分関係） 

（変更） 

資料番号 32 担当課 建築住宅課 

法令名 宅地建物取引業法施行規則 根拠条項 
第14条の15第

１項 

許認可等

の内容 
宅地建物取引士証の再交付 

（宅地建物取引士証の再交付等） 

第十四条の十五 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他

の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請

することができる。 

２ 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、宅地建物取引士証用写真を添付した

別記様式第七号の五による宅地建物取引士証再交付申請書を提出しなければならない。 

３ 省略 

４ 汚損又は破損その他の事由を理由とする宅地建物取引士証の再交付は、申請者が現に有

する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。 

５ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡

失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその

交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 
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